
平成２１年６月４日

原子力施設のトラブルに対する

国際原子力事象評価尺度（ＩＮＥＳ）の適用について

本日（平成２１年６月４日）開催した総合資源エネルギー調査会原子力安

全・保安部会ＩＮＥＳ評価小委員会における評価結果についてお知らせ致しま

す。

平成２１年６月４日、経済産業省において総合資源エネルギー調査会原子力

安全・保安部会ＩＮＥＳ評価小委員会（委員長：班目春樹 東京大学大学院工

学系研究科教授）を開催し、別添のとおり評価を実施しました。

評価結果は別紙のとおりです。

なお、本小委員会は当省所管の原子力施設で発生したトラブルに対して、専

門的・技術的立場から国際原子力事象評価尺度（ＩＮＥＳ）に基づき評価を行

うために設けられているものです。

（本発表資料のお問い合わせ先）

原子力安全・保安院 原子力事故故障対策室

担当者：森下、天野

電 話：０３－３５０１－１５１１（内線４９１１）

０３－３５０１－１６３７（直通）



（別紙）

発 生 日 施 設 名 件 名 評価結果 判断根拠

平成２０年７月２３日

日本原子力発電(株)

敦賀発電所

２号機

タービン動補助給水ポンプ

起動入口弁の動作不良
０－

タービン動補助給水ポンプ起動入口弁の電磁ブレーキのブ

レーキパッドが剥離し、電動機の回転を拘束したため、当該

入口弁が動作不良となったものであるが、原子炉施設の安

全性に影響を与えない事象であるため。

平成２０年１１月２６日

東京電力(株)

福島第一原子力発電所

１号機

制御棒駆動水圧系の弁から

のにじみ
０－

制御棒駆動水圧系の弁において弁箱表面から水がにじみで

たものであるが、制御棒の動作に支障がなく原子炉施設の

安全性に影響を与えない事象であるため。

平成２０年１２月１１日

日本原子力発電(株)

敦賀発電所

１号機

中央制御室換気空調系ダク

トの腐食孔
０－

中央制御室換気空調系ダクトにおいて、結露水により腐食孔

が発生したものであるが、原子炉施設の安全性に影響を与

えない事象であるため。

平成２０年１２月２４日

中部電力(株)

浜岡原子力発電所

３号機

非常用ディーゼル発電機(Ａ)

の動作不能
０＋

非常用ディーゼル発電機、出力制御機構のモータの導通不

良によりディーゼル発電機が動作不良となったものであり、

原子炉施設の安全性に影響を与え得る事象であるため。

平成２１年２月２５日

東京電力(株)

福島第一原子力発電所

１号機

タービンバイパス弁の不具

合に伴う主蒸気逃し安全弁

の動作

０＋

タービンバイパス弁駆動部の連結部脱落によりタービンバイ

パス弁が全閉したため、原子炉圧力が上昇し主蒸気逃し安

全弁が動作したものであり、原子炉施設の安全性に影響を

与え得る事象であるため。

平成２１年３月２３日

東北電力(株)

女川原子力発電所

１号機

操作していない制御棒１本

の挿入
１

原子炉起動過程で制御棒引抜側の空気抜き作業を実施した

ため、制御棒１本が全挿入したものであるが、原子炉施設の

安全性に影響を与えない事象である（０-）。

しかしながら、作業要領書が策定されずに作業を実施してお

り、安全文化の欠如が認められたため、評価を１レベル上げ

た。



発 生 日 施 設 名 件 名 評価結果 判断根拠

平成２１年３月２６日

中国電力(株)

島根原子力発電所

１号機

制御棒１本の誤挿入 ０－

制御棒駆動水圧制御ユニットのスクラムパイロット電磁弁

で、接触不良等により電磁弁１弁が開放したため、ハーフス

クラム試験の際に、当該制御棒１本が全挿入したものである

が、原子炉施設の安全性に影響を与えない事象であるた

め。

平成２１年３月２６日

東京電力(株)

福島第一原子力発電所

３号機

制御棒の過挿入 ０－

定期検査時に実施したＨＣＵ内のスクラム入口弁の分解点

検において、組み立て時の弁体ストローク調整不足により、

弁シート部から漏えいが発生し、当該制御棒が過挿入したも

のであるが、原子炉施設の安全性に影響を与えない事象で

あるため。

平成２１年４月６日

東京電力(株)

福島第一原子力発電所

３号機

制御棒の過挿入 ０－

定期検査時に実施したＨＣＵ内のスクラム入口弁の弁体スト

ローク調整後の組み立てにおいて、弁体と弁シート部の密着

性が低下し、テフロン製シートが欠損したため、弁シート部か

ら漏えいが発生し、当該制御棒が過挿入したものであるが、

原子炉施設の安全性に影響を与えない事象であるため。



原子力施設のトラブルの評価について

１.発電所

敦賀発電所２号機（加圧水型：定格電気出力１１６万キロワット）

２.発生年月日

平成２０年７月２３日

３.件名

「タービン動補助給水ポンプ起動入口弁の動作不良」

４.事象内容

定期検査中の２号機において、７月２１日、タービン動補助給水ポンプの試運転の

ため、２弁あるタービン動補助給水ポンプ起動入口弁を開操作したところ、「タービン

動補助給水ポンプ直流電動弁過負荷」の警報が発報し、Ａ弁が約６％開度までしか開

かず、当該電動弁の電源盤内にある直流過電流継電器が焦げていることが確認された。

また、７月２２日から当該直流電動弁の電動機を点検したところ、整流子摺動部に変

形箇所が確認された。なおＢ弁については、正常に動作していることを確認している。

点検調査の結果、タービン補助給水ポンプ起動入口弁が動作不良となった原因は以

下と推定した。

・タービン動補助給水ポンプを起動するための電動弁において、当該弁に使用して

いる電磁ブレーキの内部で結露し、その結露水が電磁ブレーキ用のパッドとブ

レーキ板の接着面に浸透することにより接着剤の接着力を徐々に低下させたため、

電磁ブレーキ用のパッドがブレーキ板より剥離した。

・当該弁の開操作時に剥離した電磁ブレーキ用のパッドがブレーキ板と制動板との

間に挟みこまれ、電動機の回転が拘束され、当該弁が動作不良となった。

・当該弁は設置から約２４年の間、電磁ブレーキ部の点検を行わなかった。

・点検・補修等の計画の見直しを検討した際、電磁ブレーキ用のパッドの摩耗のみ

に着目して判断していた。また、その判断した理由や結果を記録として残してい

なかった。

本事象は、タービン動補助給水ポンプ起動入口弁の電磁ブレーキのブレーキパッド

が剥離し、電動機の回転を拘束したため、当該起動入口弁が動作不良となったもので

ある。

なお、発電所外及び発電所内における放射性物質の影響はなかった。

５.評価結果及び判断根拠

(1) 基準１：－

（判断根拠：発電所外における放射性物質の影響はなく、評価に関係しない。）

(2) 基準２：－

（判断根拠：発電所内における放射性物質の影響はなく、評価に関係しない。）

(3) 基準３：レベル０－

（判断根拠：本事象は、タービン動補助給水ポンプ起動入口弁の電磁ブレーキのブ

レーキパッドが剥離し、電動機の回転を拘束したため、当該入口弁が動

作不良となったものであるが、原子炉施設の安全性に影響を与えない事

象であるので、レベル０－と評価される。）

(4) 評価結果

［基準１：－、基準２：－、基準３：レベル０－］の結果として、レベル０－

（別添）



原子力施設のトラブルの評価について

１.発電所

福島第一原子力発電所１号機（沸騰水型：定格電気出力４６万キロワット）

２.発生年月日

平成２０年１１月２６日

３.件名

「制御棒駆動水圧系の弁からのにじみ」

４.事象内容

定期検査中の１号機において、１１月２５日、原子炉冷却材圧力バウンダリ漏えい

検査を実施していたところ、制御棒駆動水圧系の挿入ライン元弁の弁箱表面に水がに

じんでいることを確認した。また制御棒駆動機構水圧系機能検査の準備のために現場

確認を実施していたところ、別の制御棒駆動水圧系の挿入ライン元弁の弁箱表面にも

同様ににじみが確認された。

点検調査の結果、制御棒駆動水圧系の弁から水がにじみでた原因は以下と推定した。

・にじみが発生した２弁は、弁箱製造時に弁箱の内表面から外表面にわたる貫通し

たきずが型割線上に存在していた。このきずは弁箱製造過程の機械加工により、

外表面近傍で大きく湾曲し、圧着した状態となっていた。

・前々回定期検査において、原子炉冷却材圧力バウンダリ漏えい検査後にナイロン

たわし等により弁箱の外面を磨いたことにより、圧着していた面がめくれるなど、

きず外表面の状態が変化した。

・今回の定期検査時において、前回定期検査時より高い圧力をかけて原子炉冷却材

圧力バウンダリ漏えい検査等を実施した際に、当該２弁ににじみが発生した。

本事象は、制御棒駆動水圧系の弁において、弁箱製造時に発生した貫通きずが、そ

の後の機械加工で圧着し、さらに定期検査時に弁箱の外面を磨いたこと等により、圧

着面がめくれ、水がにじみでたものである。

なお、発電所外及び発電所内における放射性物質の影響はなかった。

５.評価結果及び判断根拠

(1) 基準１：－

（判断根拠：発電所外における放射性物質の影響はなく、評価に関係しない。）

(2) 基準２：－

（判断根拠：発電所内における放射性物質の影響はなく、評価に関係しない。）

(3) 基準３：レベル０－

（判断根拠：本事象は、制御棒駆動水圧系の弁において弁箱表面から水がにじみでた

ものであるが、制御棒の動作に支障がなく原子炉施設の安全性に影響を

与えない事象であるので、レベル０－と評価される。）

(4) 評価結果

［基準１：－、基準２：－、基準３：レベル０－］の結果として、レベル０－



原子力施設のトラブルの評価について

１.発電所

敦賀発電所１号機（沸騰水型：定格電気出力３５万７千キロワット）

２.発生年月日

平成２０年１２月１１日

３.件名

「中央制御室換気空調系ダクトの腐食孔」

４.事象内容

定期検査中の１号機において、中央制御室換気空調系の点検後の試運転に伴い換気

系室内の点検を行ったところ、外気取り入れダクトに腐食孔(横約 20cm、縦約 10cm と

横約 10cm、縦約 10cm の２カ所)があることを確認し、安全上重要な機器の不具合に該

当すると判断した。

点検調査の結果、中央制御室換気空調系ダクトが腐食した原因は以下と推定した。

・当該ダクトは中央制御室空調ユニットで約１５℃に制御された換気系室に設置さ

れており、ダクトには外気が直接流入するため、外気温が高い時期にはダクト内

部で結露が発生、結露水によりダクト内部から鋼板が酸化されて錆が発生、腐食

が進展し、貫通に至った。

・中央制御室換気系に対する保守点検については、点検計画表及び点検周期表で送

風機の点検計画及び周期が定められていたが、ダクトについては記載されていな

かった。また標準要領書については、送風機の分解点検時にダクトの点検も付随

して行うこととしていたが、点検すべき範囲が明確でなく、点検項目として内部

からの腐食に対する視点が無かった。日々の巡視点検では、動的機器の点検に重

点がおかれ、静的機器であるダクトの錆、腐食への意識が低かったため不十分な

確認となった。

・当該ダクトは以前にも著しい腐食により交換されているが、これらの経験が適切

に保守点検計画に反映されず、内面腐食の観点から適切に保守点検が行われな

かった。

本事象は、中央制御室換気空調系に取り込んでいる外気が、ダクト内部で結露し、

結露水により鋼板が酸化されて錆が発生、腐食が進展し、腐食孔となったものである。

なお、発電所外及び発電所内における放射性物質の影響はなかった。

５.評価結果及び判断根拠

(1) 基準１：－

（判断根拠：発電所外における放射性物質の影響はなく、評価に関係しない。）

(2) 基準２：－

（判断根拠：発電所内における放射性物質の影響はなく、評価に関係しない。）

(3) 基準３：レベル０－

（判断根拠：本事象は、中央制御室換気空調系ダクトにおいて、結露水により腐食孔

が発生したものであるが、原子炉施設の安全性に影響を与えない事象で

あるので、レベル０－と評価される。）

(4) 評価結果

［基準１：－、基準２：－、基準３：レベル０－］の結果として、レベル０－



原子力施設のトラブルの評価について

１.発電所

浜岡原子力発電所３号機（沸騰水型：定格電気出力１１０万キロワット）

２.発生年月日

平成２０年１２月２４日

３.件名

「非常用ディーゼル発電機(Ａ)の動作不能」

４.事象内容

定格熱出力一定運転中の３号機において、１２月２２日、非常用ディーゼル発電機

（Ａ）の定期試験を実施していたところ、当該非常用ディーゼル発電機の定格出力到

達後、出力制御機構による出力降下操作中に、同機構による降下操作ができなくなっ

た。このため保安規定に定める運転上の制限の逸脱を宣言した。その後、当該出力制

御機構について点検したところ、故障原因について速やかに特定することができない

ことから、１２月２４日、法令に基づく報告対象事象に該当すると判断した。

点検調査の結果、非常用ディーゼル発電機が動作不能となった原因は以下と推定し

た。

・非常用ディーゼル発電機の出力制御機構のモータをメンテナンス会社の工場で分

解したところ、当該モータを駆動させるため整流子に接触しているブラシの接触

面に異物が噛み込んだと推定される不均一な当たりが存在し、当該モータ内の

リード線に付着しているワニスが剥がれかけていた。

・当該モータ内にワニス等の異物は確認できなかったが、実証試験の結果、当該

モータの組み立て時にブラシと整流子の間に絶縁性の異物を噛み込んだ場合、異

物の位置や整流子の回転に伴うブラシの傾きにより導通不良が発生すること等を

確認した。

・このため、メンテナンス会社の工場で当該モータの組み立て時に、ブラシと整流

子の間にワニス等の絶縁性の異物を噛み込んだため、整流子の回転に伴うブラシ

の傾きにより導通不良に至ったと推定した。

本事象は、非常用ディーゼル発電機の出力制御機構のモータにおいて、メンテナン

ス時に入り込んだ異物により、ブラシと整流子間で導通不良が発生し、非常用ディー

ゼル発電機が動作不能となったものである。

なお、発電所外及び発電所内における放射性物質の影響はなかった。

５.評価結果及び判断根拠

(1) 基準１：－

（判断根拠：発電所外における放射性物質の影響はなく、評価に関係しない。）

(2) 基準２：－

（判断根拠：発電所内における放射性物質の影響はなく、評価に関係しない。）

(3) 基準３：レベル０＋

（判断根拠：本事象は、非常用ディーゼル発電機、出力制御機構のモータの導通不良

によりディーゼル発電機が動作不良となったものであり、原子炉施設の

安全性に影響を与え得る事象であるので、レベル０＋と評価される。）

(4) 評価結果

［基準１：－、基準２：－、基準３：レベル０＋］の結果として、レベル０＋



原子力施設のトラブルの評価について

１.発電所

福島第一原子力発電所１号機（沸騰水型：定格電気出力４６万キロワット）

２.発生年月日

平成２１年２月２５日

３.件名

「タービンバイパス弁の不具合に伴う主蒸気逃し安全弁の動作」

４.事象内容

原子炉起動操作中の１号機において、原子炉熱出力が約１３パーセントの時にター

ビンバイパス弁が全閉した。これにより、原子炉圧力が約７．１メガパスカルに上昇

し（定格圧力は６．８６メガパスカル）、主蒸気逃し安全弁が動作した。このため制御

棒を挿入し原子炉出力を下降させた。その後、タービンバイパス弁を調べたところ、

タービンバイパス弁の駆動部を連結するボルトが外れていたことから、原子炉を手動

停止させた。

点検調査の結果、タービンバイパス弁の駆動部を連結するボルトが外れた原因は以

下と推定した。

・タービンバイパス弁 駆動部の連結部を詳細に調査した結果、ねじ込み部のねじ山

が摩耗によりつぶれ、受け側からねじ込み部が抜け落ちていた。

・ねじ込み部には、ゆるみ止め防止のナット（ロックナット）が取り付けられてい

たが、当該部分に対しては定期的な点検が行われておらず、また、模擬試験の結

果、ロックナットの締め込みが不十分であるとねじ込み部が摩耗に至ることが確

認された。このため、当該連結部を第２回定期検査で取り替えた際、ロックナッ

トを十分に締め付けず、それ以降に定期的な点検が行われなかったことから、

ロックナットの締め付け不足を発見できず、抜け落ちに至ったと推定した。

本事象は、タービンバイパス弁駆動部の連結部において、ねじ込み部で摩耗が発生、

連結部が脱落し、タービンバイパス弁が全閉したものであり、これにより原子炉圧力

が上昇し主蒸気逃し安全弁が動作したものである。

なお、発電所外及び発電所内における放射性物質の影響はなかった。

５.評価結果及び判断根拠

(1) 基準１：－

（判断根拠：発電所外における放射性物質の影響はなく、評価に関係しない。）

(2) 基準２：－

（判断根拠：発電所内における放射性物質の影響はなく、評価に関係しない。）

(3) 基準３：レベル０＋

（判断根拠：本事象は、タービンバイパス弁駆動部の連結部脱落によりタービンバイ

パス弁が全閉したため、原子炉圧力が上昇し主蒸気逃し安全弁が動作し

たものであり、原子炉施設の安全性に影響を与え得る事象であるので、

レベル０＋と評価される。）

(4) 評価結果

［基準１：－、基準２：－、基準３：レベル０＋］の結果として、レベル０＋



原子力施設のトラブルの評価について

１.発電所

女川原子力発電所１号機（沸騰水型：定格電気出力５２万４千キロワット）

２.発生年月日

平成２１年３月２３日

３.件名

「操作していない制御棒１本の挿入」

４.事象内容

調整運転のため電気出力１０万５千キロワットで起動操作中の１号機において、操

作していない制御棒１本が全引抜位置から全挿入位置となった。このため、電気出力

が１０万キロワットに低下した。

点検調査の結果、操作していない制御棒が全引抜位置から全挿入位置となった原因

は以下と推定した。

・原子炉起動過程において、当該制御棒の引抜側の空気抜き弁を開操作することに

より空気抜き作業を実施したところ、制御棒駆動機構ピストン上面の圧力が低下

し、ピストン下面の原子炉圧力との差圧が制御棒の動作する差圧（約 0.49MPa）

より大きくなったことから、当該制御棒が全挿入した。

・原子炉が大気圧状態における作業に適用すべき手順書を部分的に使用し、改めて

作業要領書を策定しなかった。また、当該作業に当たり、原子炉の運転状態の違

い（炉圧が高い状態）による影響の有無について適切に検討、承認、了解等がな

されなかった。

本事象は、原子炉起動過程（炉圧が高い状態）で制御棒引抜側の空気抜き作業を実

施したため、制御棒駆動機構ピストン上面と下面の差圧が制御棒の動作差圧より大き

くなり、制御棒１本が全挿入したものである。

なお、発電所外及び発電所内における放射性物質の影響はなかった。

５.評価結果及び判断根拠

(1) 基準１：－

（判断根拠：発電所外における放射性物質の影響はなく、評価に関係しない。）

(2) 基準２：－

（判断根拠：発電所内における放射性物質の影響はなく、評価に関係しない。）

(3) 基準３：レベル１

（判断根拠：本事象は、原子炉起動過程で制御棒引抜側の空気抜き作業を実施したた

め、制御棒１本が全挿入したものであるが、原子炉施設の安全性に影響

を与えない事象であるので、レベル０－と評価される。しかしながら、

作業要領書が策定されずに作業を実施しており、安全文化の欠如が認め

られたので、レベル１と評価される。）

(4) 評価結果

［基準１：－、基準２：－、基準３：レベル１］の結果として、レベル１



原子力施設のトラブルの評価について

１.発電所

島根原子力発電所１号機（沸騰水型：定格電気出力４６万キロワット）

２.発生年月日

平成２１年３月２６日

３.件名

「制御棒１本の誤挿入」

４.事象内容

定格熱出力一定運転中の１号機において、通常運転中における定期試験(ハーフスク

ラム試験)を実施していたところ、制御棒１本が全引抜位置から全挿入位置となった。

このため、電気出力が４６万９千キロワットから４６万４千キロワットに低下した。

点検調査の結果、制御棒１本が誤挿入した原因は以下と推定した。

・制御棒誤挿入事象の発生後、当該制御棒駆動系水圧制御ユニットに２つあるスク

ラムパイロット電磁弁のうち、１つのスクラムパイロット電磁弁（当該弁）のコ

イルが無励磁となっていることが確認された。

・当該弁の端子箱内部を調査したところ、正規の仕様と異なったネジが２本使われ

ており、また、コイルから端子部につながる配線のうち１本にガタつきがあるこ

とが確認された。

・このため、端子部に接触不良等が発生し、当該弁のコイルが無励磁となることで、

当該弁が開になり、その後、ハーフスクラム試験によって、残り１つのスクラム

パイロット電磁弁も開となったため、制御棒１本が全挿入したものと推定した。

本事象は、個々の制御棒の駆動水圧制御ユニットに２つあるスクラムパイロット電

磁弁の１つで、端子部の接触不良等によりスクラムパイロット電磁弁が開放し、その

後のハーフスクラム試験で、もう一方のスクラムパイロット電磁弁を開放させたため、

当該制御棒１本がスクラム動作(全挿入)したものである。

なお、発電所外及び発電所内における放射性物質の影響はなかった。

５.評価結果及び判断根拠

(1) 基準１：－

（判断根拠：発電所外における放射性物質の影響はなく、評価に関係しない。）

(2) 基準２：－

（判断根拠：発電所内における放射性物質の影響はなく、評価に関係しない。）

(3) 基準３：レベル０－

（判断根拠：本事象は、制御棒駆動水圧制御ユニットのスクラムパイロット電磁弁で、

接触不良等により電磁弁１弁が開放したため、ハーフスクラム試験の際

に、当該制御棒１本が全挿入したものであるが、原子炉施設の安全性に

影響を与えない事象であるので、レベル０－と評価される。）

(4) 評価結果

［基準１：－、基準２：－、基準３：レベル０－］の結果として、レベル０－



原子力施設のトラブルの評価について

１.発電所

福島第一原子力発電所３号機（沸騰水型：定格電気出力７８万４千キロワット）

２.発生年月日

平成２１年３月２６日

３.件名

「制御棒の過挿入」

４.事象内容

定期検査中の３号機において、制御棒水圧駆動系水圧制御ユニットの点検後の復旧

作業にて駆動水の元弁を開いたところ、制御棒の動作警報が発生し、制御棒が全挿入

位置からさらに挿入側に動作(過挿入)したと判断した。

点検調査の結果、制御棒が過挿入した原因は以下と推定した。

・制御棒の動作警報が発生した原因は、制御棒駆動水圧系の水圧制御ユニット(ＨＣ

Ｕ)の点検後の復旧作業においてスクラム入口弁シート部から漏えいが発生してお

り、これにより当該制御棒が挿入側に動作した。

・当該弁は今回定期検査において分解検査しているが、組み立て時の弁体のスト

ローク調整において、弁体が全閉時の適切な位置より開方向に調整されていたた

め、全閉状態でも弁座に適切に着座せず弁シート部から漏えいした。

本事象は、ＨＣＵ内のスクラム入口弁において、分解検査後の組み立て時に弁体が

適切な位置より開方向に調整されていたため、弁体が弁座に適切に着座せず、弁シー

ト部から漏えいが発生し、当該制御棒が挿入側に動作(過挿入)したものである。

なお、発電所外及び発電所内における放射性物質の影響はなかった。

５.評価結果及び判断根拠

(1) 基準１：－

（判断根拠：発電所外における放射性物質の影響はなく、評価に関係しない。）

(2) 基準２：－

（判断根拠：発電所内における放射性物質の影響はなく、評価に関係しない。）

(3) 基準３：レベル０－

（判断根拠：本事象は、定期検査時に実施したＨＣＵ内のスクラム入口弁の分解点検

において、組み立て時の弁体ストローク調整不足により、弁シート部か

ら漏えいが発生し、当該制御棒が過挿入したものであるが、原子炉施設

の安全性に影響を与えない事象であるので、レベル０－と評価され

る。）

(4) 評価結果

［基準１：－、基準２：－、基準３：レベル０－］の結果として、レベル０－



原子力施設のトラブルの評価について

１.発電所

福島第一原子力発電所３号機（沸騰水型：定格電気出力７８万４千キロワット）

２.発生年月日

平成２１年４月６日

３.件名

「制御棒の過挿入」

４.事象内容

定期検査中の３号機において、制御棒水圧駆動系水圧制御ユニットの点検後の復旧

作業にて駆動水の元弁を開いたところ、制御棒の動作警報が発生し、制御棒が全挿入

位置からさらに挿入側に動作(過挿入)したと判断した。

点検調査の結果、制御棒が過挿入した原因は以下と推定した。

・制御棒の動作警報が発生した原因は、制御棒駆動水圧系の水圧制御ユニット(ＨＣ

Ｕ)の点検後の復旧作業においてスクラム入口弁シート部から漏えいが発生し、こ

れにより当該制御棒が挿入側に動作した。

・当該弁を分解調査したところ、弁シート部のテフロン製シートの欠損が確認され

た。また、弁シート部の組み立てに用いられているボルト等が新型のものと旧型

のものが混在していることが確認され、種類が異なるボルト等が混在した状態で

シート部を組み立てると、テフロン製シートの内径側へのせり出しが不均一とな

ることが確認された。

・テフロン製シート内径側へのせり出しが不均一となったため、弁体の位置が通常

より高い位置で調整され、これにより弁体と弁シート部の密着性が低下しテフロ

ン製シートの欠損に至った。

本事象は、ＨＣＵ内のスクラム入口弁において、弁体ストローク調整後の組み立て

時に新旧のボルト等が混在していたこともあり、テフロン製シートの内側へのせり出

しが不均一となり、弁体と弁シート部の密着性が低下しテフロン製シートが欠損、弁

シート部から漏えいが発生し、当該制御棒が挿入側に動作(過挿入)したものである。

なお、発電所外及び発電所内における放射性物質の影響はなかった。

５.評価結果及び判断根拠

(1) 基準１：－

（判断根拠：発電所外における放射性物質の影響はなく、評価に関係しない。）

(2) 基準２：－

（判断根拠：発電所内における放射性物質の影響はなく、評価に関係しない。）

(3) 基準３：レベル０－

（判断根拠：本事象は、定期検査時に実施したＨＣＵ内のスクラム入口弁の弁体スト

ローク調整後の組み立てにおいて、弁体と弁シート部の密着性が低下し、

テフロン製シートが欠損したため、弁シート部から漏えいが発生し、当

該制御棒が過挿入したものであるが、原子炉施設の安全性に影響を与え

ない事象であるので、レベル０－と評価される。）

(4) 評価結果

［基準１：－、基準２：－、基準３：レベル０－］の結果として、レベル０－



（参 考）

１．

２．

レ ベ ル

7

（深刻な事故）

6
放射性物質のかなりの外部放出

基準１
所外への影響

基準２
所内への影響

放射性物質の重大な外部放出

事

よう素131等価で数万テラベク
レル相当の放射性物質の外部放
出

基準３
深層防護の劣化

参考事例

※旧ソ連 チェルノブイ
リ原子力発電所事故（１
９８６年）

（原子力施設の事象の国際評価尺度）

国際原子力事象評価尺度（ＩＮＥＳ）について

国際原子力事象評価尺度（ＩＮＥＳ；International Nuclear Event Scale）は、国際原
子力機関（ＩＡＥＡ）及び経済協力開発機構の原子力機関（ＯＥＣＤ／ＮＥＡ）が、原
子力発電所等の個々のトラブルについて、それが安全上どのような意味を持つも
のかを簡明に表現できるような指標として策定し、平成４年３月に加盟各国に提
言したもの。

我が国においても、平成４年８月１日からＩＮＥＳの運用を開始。その運用において
は、トラブル発生後原子力安全・保安院が暫定評価を行い、原因究明が行われ
再発防止対策が確定した後、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会
に設置されたＩＮＥＳ評価小委員会（委員長：班目 春樹 東京大学大学院工学系
研究科教授）が専門的、技術的な立場から検討し、正式評価を行っているもの。
同小委員会は、現在、四半期に一回程度の割合で開催。

基 準

6

（大事故）

5

4

3

（重大な異常事象）

2

（異常事象）

1

（逸 脱）

0

（尺度以下）

※公式にＩＮＥＳ評価されたものではない

評価対象外

所外へのリスク
を 伴 う 事 故

放射性物質のかなりの外部放出

よう素131等価で数千から数万
テラベクレル相当の放射性物質
の外部放出

放射性物質の少量の外部放出

よう素131等価で数百から数千
テラベクレル相当の放射性物質
の外部放出

所外への大きな
リスクを伴わな
い 事 故

公衆の個人の数ミリシーベルト
程度の被ばく

公衆の個人の十分の数ミリシー
ベルト程度の被ばく

安 全 に 関 係 し な い 事 象

原子炉の炉心のかなりの損傷
／従業員の致死量被ばく

所内のかなりの放射性物質に
よる汚染／法定の年間線量当
量限度を超える従業員の被ば
く

尺
度
以
下

事

故

異

常

な

事

象

安全上重要ではない事象
０－

放射性物質の
極めて少量の外部放出

所内の重大な放射性物質によ
る汚染／急性の放射性障害を
生じる従業員の被ばく

原子炉の炉心の重大な損傷放射性物質の限られた外部放出

安全に影響を与
えない事象

運転制限範囲からの逸脱

深層防護の喪失

深層防護のかなりの劣化

安全に影響を与
え得る事象

０＋

旧動燃東海再処理施設に
おける作業員の被ばく
（１９９３年）

旧動燃アスファルト固化
処理施設火災爆発（１９
９７年）

ＪＣＯウラン加工工場臨
界事故（１９９９年）

※米国 スリーマイル島
原子力発電所事故（１９
７９年）


